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狭山市議会議員政治倫理審査会記録（第４日） 

 

◇開 催 日 時  令和７年４月１８日（金曜日） 

◇開 催 場 所  第１委員会室 

◇付 託 事 件  千葉良秋議員の倫理規範に反する行為の存否についての審査の請求 
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午前 ９時０３分開議 

◇出席委員 ８名 

 広 山 清 志  委 員 長       大 沢 えみ子  副委員長 

 笹 本 英 輔  委 員       田 中 寿 夫  委 員 

 内 藤 光 雄  委 員       福 田   正  委 員 

 町 田 昌 弘  委 員       金 子 広 和  委 員 

 

◇欠席委員 な し 

 

◇審査会に出席した関係者 

 太 田 博 希  議 長 

 横 田 利 和  氏 

 岩 川 則 雄  氏 

 

◇審査会に出席した事務局職員 

 中 島 由 夏  事務局次長      小 川 啓 寿  事務局主幹 

 増 田 哲 也  事務局主査 
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午前 ９時０３分開議 

 

会議の公開・非公開について 

 審査会の公開・非公開について、本日の会議は公開するということで諮った結果、異議なく、本日

の会議は公開することに決定した。 

 なお、審査を進めていく中で、委員から非公開とすべきとの意見が出され、これに３分の２以上の

同意があった場合には、その時点から非公開とすることもある。その場合、傍聴人には速やかに退場

いただくことになる。 

 

関係者に対する調査 

太田博希議長 

 

説  明 

●太田博希議長 おはようございます。 

  議長の立場として、まず申し上げたいと思います。 

  今回のこの政治倫理審査会におきましては、皆様のお時間を頂戴しまして、お手間を取らせてお

りまして、議長としましても、その点は深く皆様には引き続きの公正な審査のお願いと、またお時

間をいただくということにつきましては、本当に深々と御礼といいますか、感謝申し上げたいなと、

そのように思っております。 

  また、これは皆様がお分かりのように、手続がどうだったのかと、手続がきちっとされていたの

かというのが一番かと思っております。そういう中で、倫理的な部分もあるんでしょう、政治的な

責任、また道義的な責任もあるんでしょう、法的な部分はどうなのかとか、皆様が今しっかりと調

査していただけているものが、今後の先々の結果、まとめに引き継いでつながっていけば、本当に

ありがたいかなと、そういうふうに思っております。以上でございます。 

 

質  疑 

○広山清志委員長 太田議長に対する質疑については、前回の審査会で３点確認することとされてお

りますので、順にご答弁いただこうと思います。 

  まず、１点目です。 

  前回の審査会における審査の中で、千葉議員は、議長にＳＮＳを送信した理由について、副議長

として議長に報告する義務があると答弁していましたが、副議長から議長への報告については、義

務及びルール等はありますのでしょうか。このことについて答弁をお願いいたします。 

●太田博希議長 こちらに今いらっしゃる委員の中でも、また傍聴の議員さんの中でも、過去に議長
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経験者、また副議長経験者の方があると思うんですが、私の知り得る範囲の中では、例えば引継ぎ、

また申し送りという中で、この業務に対する報告の義務という部分とか、ルールというものは確認

していないという、そういう認識を持っております。 

  したがいまして、ここにありますような議長への報告、義務ルールがあるのかということについ

ては、私なりには認識はございません。 

  ただ、通常の業務の中で、例えば週に一度、その週のスケジュール確認ですとか、公務が重なっ

た場合に、それを代理出席を副議長に依頼する場合ですとか、そういったところで業務のお願い、

指示といいますか、それが終わってからの報告を受けるというのは、これは当然日常の業務もきち

っと遂行する中であり得る報連相なのかなと。 

  また、私の中では、一応事務局長と議長との関係性という中では、やはり議会を円滑に適正に回

す意味で、例えば週明けの月曜日に、この週末、何かありませんでしたかとか、そういったことで

報告を受けるという、そういった場面などはございます。私の中では、そういったところの報告、

またはルールといいますか、議会を回す上での指示ですとか、それに対しての確認ですとか、そう

いったことは日々の中でやっているかなと。ただ、正副議長間の中でのそういうルール化というの

は明確にはないと、そのように理解しております。以上です。 

 

○内藤光雄委員 今回、報告ということよりは、議長の今の答弁だと、それぞれ議長、副議長として

の活動であったり、何か関心事項であったり、そういうことの共有化をしているんだろうなという

ふうに受け止めているんですけれども、そういう中で、今回、千葉議員からＳＮＳで議長宛てに、

活字というか、記録が残る形で報告がされていますけれども、私も副議長経験ありますけれども、

ほぼ口頭でのやり取りがほとんどであったかなと。あえて、こういう活字であったり、メールであ

ったりということはなかったんですけれども、今回、この２項目がメールで送られた、ＳＮＳで送

られたということについては、何か特異的なものがあったんでしょうか。 

●太田博希議長 これが９月11日の夜、たしか夜だったと思うんですけれども、１回目のＬＩＮＥが

届きました。それで、翌日の朝に２回目のＬＩＮＥが届きました。その朝に、私、開いて確認をし

ました。びっくりしました、正直なところ。何か起きているんだと、それが率直な意見でございま

して、そこから何が言えるかというと、こういういろいろな一連のことが行われているんだなとい

う認識はまるっきりありませんでした。 

  ですから、それが一つ裏づけとなるのは、このＬＩＮＥが来た翌日には、私、局長とともに、こ

のＬＩＮＥはどうなんだということで事実確認を始めています。通常の業務の中での報連相であれ

ば、事実確認という場面というのは本来ないのかなと思います。それが一番の私なりのお答えした

いところです。以上です。 

○内藤光雄委員 確認ですけれども、議長から副議長に対して何か報告しろとか、ＳＮＳで送れとか、
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そういう指示をしたわけではなくて、千葉議員、当時の副議長から自発的に議長にこういうものを

送ってきたという受け止めでよろしいですか。 

●太田博希議長 内藤委員のおっしゃるとおりです。 

 

○金子広和委員 １点確認なんですけれども、前回の千葉議員の答弁を聞いている中で、若干違和感

を感じたものもあったんですが、今回こういったＳＮＳで議長に送られてきているということがあ

りますが、これ、前段で、例えば市長とこういうようなことを、会うとか、その辺のところを議長

と何か話をしていたとか、そういうことも全くない中で送られてきたというようなことでよろしい

んでしょうか。 

●太田博希議長 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事実確認を始めたというのがその一

番の根拠でして、それを知り得ていたり、また私のほうから指示をしたとしたら、その事実確認と

いうのはやっていません。逆に、報告というのを受けたかもしれませんよね。それは一切ございま

せん。ということは、そこから導き出されることというのは、事前にそのようなことがなかったと

いうことでございます。 

 

○笹本英輔委員 私は、今、政倫審のメンバーでありますけれども、と同時に、今、千葉前副議長の

後を受け継いで、現在私が副議長の職をお預かりしている立場でちょっと質疑をさせていただきま

すが、皆様に確認をさせていただく意味でもちょっと質疑をさせていただきます。 

  日頃、太田議長は、このＳＮＳでの連絡というのを日常的に行われているのでしょうか、それと

も電話連絡等のほうが主体なのでしょうか。 

●太田博希議長 基本的に、ＳＮＳ、このＬＩＮＥを活用するのは、私が所属している会派でのグル

ープＬＩＮＥの中ではいろいろな情報交換とか、それは使っています。 

  調べたんですけれども、前副議長とＬＩＮＥが開通したのは去年の８月６日でした。それは、報

告というか、あることに対してのご意見というか、そういったものをもらったというところから始

まっていまして、我々が就任したのが昨年４月24日ですので、４か月間はそういったことはないと、

だから電話でのいろいろ情報交換ですとか、意見交換ですとか、それが主だということですね。 

  ＳＮＳを活用しているのは、会派内のグループＬＩＮＥを活用するところでございます。 

○笹本英輔委員 むしろ、議長にはふだんからＳＮＳのアプリケーションを携帯電話等に入れてほし

いなという願いはあるんですけれども、なかなかやっていただけないという現状がありまして、で

すので、日頃からご使用になられている端末の課題でもありまして、そうしたことが、私にはそう

したＳＮＳを活用しての連絡を日頃してほしいというようなオーダーは、日頃議長からあまりなか

ったように感じておりましたので、それが前副議長であられる千葉議員とそうしたことがあったの

かということでの確認の質疑でございましたけれども、それは今も変わらず、基本的にはやり取り
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はこうした事務局長であったり、事務局の方であったり、副議長との意思疎通という点においては、

日頃はあまりＳＮＳの活用はされないということで確認をさせていただきますが、そうしたことで

よろしいでしょうか。 

●太田博希議長 そのとおりでございます。 

 

○田中寿夫委員 会期中に、請願の件で千葉議員が執行機関から呼び出され、請願の賛否を含めた説

明と経過報告をしたというのは、副議長の立場として妥当だと思いますか。 

●太田博希議長 前回の千葉議員さんの事実確認という、皆様に審査をしていただいた場面の中の発

言で、私も自分のやらせていただいた事実確認というのはあの文面どおりなんですね。市長に呼ば

れてということで、間違いありませんということで確認を取れていまして、これは私、１対１でや

っているんじゃなくて、局長を同席させたり、場合によっては会派の町田議員に同席していただい

て、複数でやった中です。 

  その後、この間の発言では、何かちょっとはっきり聞き取れなかったんですけれども、向こうの

担当課長か何かに相談というんですかをされて、それが伝わって市長のほうにというような、多分

発言があったのかなというように思っているんですけれども、だから、そういうような状況と、市

長から一方的に呼ばれてというんだと、ちょっと変わってくるのかな。どちらが正しいとか、私も

まだそこら辺は確認していないですから分かんないですけれども、私が事実確認した内容と、実際

のこの間の発言内容というのはちょっと違いがあるのかなというところで、その違いがどちらかな

というのと、それが例えばこの間の発言が事実だとした場合は、ちょっと状況が変わってくるのか

なという認識を持っていまして。 

  一つ言えるとしたら、会期中に、請願というのは憲法の16条でしょうか、そこに規定されている、

これは市民の、国民の、有権者の権利ですので、市民と議会の中であり得る制度でございまして、

要するに市民の皆さんが議会に訴えをする、要望をする、それをしっかり審査してもらいたいんだ

と、そういうものが根本のものでございまして、そういう中では、議会が議会の中で対応すると、

これは皆さんの中で一緒に全員協議会でも確認しましたけれども、深く理解をしたいというんであ

れば、それはこちらからきちっとした形で要請をかけて、執行部から説明を聞くとか、こういうこ

とはあっていいと思いますけれどもね。だから、本来であれば、議会の中でしっかりと、これは内

藤委員もおっしゃっていましたけれども、議員間でいろいろな話合いをするとか、やっぱりこれが

本来の姿。 

  そうじゃないという部分があの文章にあったので、私は驚愕した。そして、事実確認に入ってい

ったという、こういう経過ですね。以上です。 

 

○内藤光雄委員 せっかく議長に来ていただいているんで、ＳＮＳのやり取りはやっぱり気になると
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ころがありまして、まず、これを受けて、この内容に対して少しびっくりしたということで、調査

を開始したということなんですけれども、このとき、千葉議員に何か忠告であったり、アドバイス

であったり、何か求めたことはありますか。 

●太田博希議長 事実のお話をします。まずは、局長に同席していただいて、簡単な記録は取ってほ

しいということで事実確認を始めました。入り口のところでは、これの内容を本人に聞いたときに、

間違いありません、事実ですと。後日、今度はうちの代表にも同席していただいて、同じことをや

りました。そのときも、このやり取りは事実ですということで、事実の中で、簡単に言えば、私、

最後のところでは、手順がちょっと違っちゃったんじゃないですかと。例えば市民の方に、丸つけ

るよと言うんだったら、事前に調査がし切っていて、丸をつけると言うのが筋じゃないのと。趣旨

採択をするんであれば、事前に議会の中で調整をして、ある程度、会派間でそこら辺のところの現

実性があるかどうかも把握して、それから市民の方に、僕は言わなくてもいいと思っているんです

けれども、言ったほうがよかったんじゃないのと。要するに、順番が違っちゃったんじゃないのと、

そういう話はさせてもらいました。 

  そのときに、これは複数名でやっていますんで、後ほど確認していただいてもいいですけれども、

何とかなると思ったと。あと、やり過ぎちゃいましたという言葉は、彼からは発せられています。

これは、事実なんで、私の中ではそういうアドバイスといいますか、いろいろ調べた中では、手順

や順番が違っちゃったんじゃないと。人に、よそ様に言う前に、調査をし切ってから言うべきだっ

たんじゃないのと、そういう指摘はしました。それは、彼も認めたと思います。先ほど、そういう

回答が返ってきましたんで。 

○内藤光雄委員 それで、今、この審査会の中では、資料ということでは、このＳＮＳの黒塗りされ

たものがあるので、ちょっと黒塗りされたところが内容が分からないので、そこは推測もできない

んですけれども、その中でちょっと気になる点が２か所ありまして、まず１点目は、９月11日のほ

うですけれども、要は趣旨採択にまとまる可能性が現状ありませんと、不採択とせざるを得ません

が、請願者や地区議員、これは、地区議員は千葉議員の口から太田議員だというもう名前が出てい

ますので、申し訳なく思いますということでいきますと、この文章だけで読み取れるのが、事前に

太田議長から採択にするよう指示があったというようなところが感じ取られる文章なんですね。要

は、太田議長と請願者に対して、不採択とせざるを得ませんと、要は採択しようと思っていたんだ

けれども、不採択にせざるを得ませんというふうな文章にも受け取められるんですけれども、そこ

について、議長から今回の請願について、採択、賛成のほうに動いてくれというような指示はあっ

たのかなかったのか、お願いします。 

●太田博希議長 まず、答えから申すと、指示はありません。 

  一つ、その理由となるものとしましては、正副議長室におきまして、唐突感はあったんですけれ

ども、ここにも、資料に載っているように、請願に賛成したいというのは私と局長は同時に聞いて
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います。そこからです、事の始まったのは。だから、私のほうから何か依頼をして丸をつけてくれ

とか、そういったことはなくて、逆にびっくりしました、丸つける、賛成するんだと。 

  これ以上は自分の私的なあれなので、地元の議員としましたら、いろんな思いはあったもんです

から、そういうときのやり取りは少しありました。それでしたら、アドバイスか何かされているよ

うですけれども、そういったこともしたいというので、それはぜひというようなことは言ったよう

な覚えはありますけれども、直接的に丸をつけてくれ、バツをつけてくれと、そういったことはご

ざいません。 

○内藤光雄委員 ２点のうち、もう一点が９月12日のほうなんですけれども、ここについて、ちょう

ど下から３行目から２行目の動議の提出から趣旨採択について了承いただきましたと。この文章の

中では、市長から了承をいただいたというふうに読み取るのがごく自然なんですけれども、千葉議

員の発言からは、ここでは、そういう市長から了承をもらったということではないということがあ

ったんですけれども、この文章の中では、動議の提出から趣旨採択の提案ですね、これも何か市長

の了承を得ないとできないことだというふうに読み取るのがごく自然なんですよ。 

  そういうことでいくと、これの宛名は議長ですから、了承いただいたということを議長に報告し

ているとなれば、議長から了承を得るように千葉議員のほうで市長とやり取りをしなさいというこ

とがあったかのように受け止めることができるんですけれども、そのことについてご意見ください。 

●太田博希議長 先ほどの答弁と重複するところはあると思うんですが、そのような指示もしていな

いですし、確認してこい、了承を取り付けてこいといったような、そういったことを言ったことも

一切ございません。 

  ですから、この中で私も唐突感があったというのは、そういったところでございまして、多分こ

の地元の議員さんに申し訳ないと、これは勝手な推測ですけれども、だから彼の気持ちの中でこう

いうふうな進め方をするんでということで、もしかしたら送ってくれたのかなという、これは勝手

な推測ですけれども、それは１点、ちょっとよくよく今考えてみるとあるのかなと。ただ、実際２

人の中というか、正副議長の中で、先ほど言ったようなやり取りというのはございません。 

  ただ、事実確認をしている中で、彼の発言、私たちには、一生懸命何とか請願は通したいという

気持ちは伝わりました。だから、私も伝えました。そういう思いがあるのはすごく伝わるよねと。

でも、先ほどのような、やっぱりちょっと失敗しちゃったかなというようなね、だからそこの部分

については、本人は当初そういう気持ちで、何とか賛成、何とか趣旨採択できないかなというのは

本心であったと思います。それは感じ取りました。そこは救われました。 

  あと、そのときも、本人も賛否については影響を受けていない、自分で決めたというのもおっし

ゃっていました。ですから、ここら辺のところのそれと、この文章と比べると、ちょっと不整合な

部分が出ちゃうんですよね。そこは、でもそれ以上のことは私は確認というか、追及はしませんで

した。だから、ちょっとこれは今も残っている部分はありますので、皆さん、感じられているよう
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な部分も私も持ち合わせているのかなと、そんな感じです。 

 

○広山清志委員長 ２点目の質問に入ります。 

  同じく前回、千葉議員は、８月24日の金子議員の事務所への訪問について、また８月29日に横田

利和氏と会ったことについて、議長に報告したと答弁していましたが、それは事実かを確認したい

と思います。 

  というのは、金子議員事務所訪問の件に関しては、金子議員は千葉議員から、訪問したことを議

長に言わないでほしいと言われたと発言していましたが、千葉議員は広げないでほしいという話は

したと答弁しています。このことについて、議長に答弁をお願いいたします。 

●太田博希議長 一切知り得ないことでしたので、事前には。事後、いろんなことが進んでいる中で

は、金子さんのところに行ったんだとか、こういう話をしたんだ、こういう話というのはいわゆる

皆さんが言っている条件付けのところでしょうかね。というのは、事後には聞いています。 

  ただ、金子さんのところに行ってくるよということで、事前にそういった私に連絡とか、お知ら

せがあって、こういうことが動いたという事実はございませんし、知りません。横田さんとの接触

も同じです。進んでいく中で、どちらかというと事後でしょうね。事後にそういう会話の中で、そ

ういうのが出てきたというのは記憶にはあります。 

  あと、ちょっと金子さんがおっしゃる議長には言わないでというのと、千葉さんがおっしゃって

いた広がらないようにというのと、根本は一緒かなと思っちゃっているんですけれども。だから、

そういうようなことを本当に言われていたんだとしたら、私はすごく不服ですね。全てのその後の

ことにも通じてくると思いますよ。議長にも言わないでくれということから始まっているとしたら。

ＳＮＳも全部そうでしょうね。だから、それは先ほどの私の答弁の中の一連のことだと思います、

きっと。動いて、いろんなことがあって、その後に知り得たということですね。 

 

○金子広和委員 私のところの自宅に来てくれた件で答弁いただきまして、ありがとうございます。 

  恐らく、８月29日に初めて横田さんとお会いしたという答弁のことに関しては、この後、横田さ

ん本人がいるので、そこで話をしたいというふうに思いますが、私のところに来た８月24日ですか、

これ、前回も言いましたけれども、そのときに、私のところに来たときに、初めて賛成をするとい

う話だったんですね。これは、後ほど議長とかには話をしていますけれども、だからその段階で、

私のところには朝電話があって、来て、賛成するから、請願に対して、執行部の批判はしない、ま

た話はプールに絞ってもらいたい。さらには、請願者、横田さんたちにもある程度、そういうよう

な話でこちらからも言ってもらいたいということを、延々と約３時間ぐらい、お昼ぐらいまでずっ

とうちの事務所で同じことを延々と繰り返して話をしていたんですよね。 

  その中で、当然、まず冒頭に議長とかには話はしないでほしい、また同じ会派にも話はしないで
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ほしい、ましてや私のところに電話をかけてきたのも、議員になってから初めてぐらいの話ですか

ら、金子さんちに来たことも誰にも言わないでほしいというようなぐらいな話でしたから、その中

で、前回そういうような答弁がありましたので、今回も議長にその辺は聞いてもらったほうがいい

んじゃないかということで、今回やってもらったような次第なんですね。 

  ですから、先ほどちょっと議長も、本当にこういうことであれば、甚だしいわけじゃないですけ

れども、議長としての立場でその辺を思うのは当然だとはやっぱり思うんですよ。これに関して、

私としては、なぜ議長にそこの場で言っちゃいけなかったのかとかは、よくよく考えれば、やはり

賛成をするというようなことを本人が言っている以上は、そのことを、多分その段階で議長のほう

に賛成するというふうに先に言っていたのかどうかというのは分からない中での話で、請願者と紹

介議員の代表でしたからね、説得しに来たのかなというのも当時は思うんですよ。 

  ただ、それに関して、議長がそういう思いで今回言ってもらってはいるんですが、やはり千葉議

員として、本来、私なんかのところに来て、そういうことをすること自体の行為が少し問題がある

んじゃないかなというふうに私はもう理解していたんで、議長に対して、やはりその後、しばらく

何も言ってこなかったというふうに私は解釈していますんでね、やはりその辺の行為に関しては、

千葉議員、少し問題がある行為だったのかなというのも思いますし、また後からこういうふうに分

かってきたときに、本来、賛成しますよとそこで言ったものに関しては、どうだったのかなという

ふうなのは私も思うんですよ。 

  改めて、議長に確認だけしますけれども、今回そういうような状況になりましたけれども、やは

り議長の立場として、副議長でありましたしね、当時、そういうような行為を議長に言わないまま、

報告する義務はないのかもしれないですけれども、隠れてこそこそとした感じで、副議長としてそ

ういうような形で動くというのは本来あってはならないことだと思いますが、この行為に対して、

改めて議長としてどういうふうなことで千葉議員はこういうふうにやってしまって、または本来あ

ってはならないことだと思うことに関して、議長としてどう思いますか。ちょっと難しいかもしれ

ないですけれども。 

●太田博希議長 今、我々も、私も議長を仰せつかり、その当時、千葉さんも副議長を仰せつかって、

それなりに皆さん、役職について、議会運営に携わるわけですけれども、一議員としての側面もあ

るわけですね。表に出すことと、やっぱりまず事前に非公式の中で調整することとかあるんだと思

うんですね。ですから、何かを積み上げて一つの結果を出すというときに、そういう行為が行われ

るということは、僕は何も決して否定はしません。 

  ただ、先ほど、そのやり方というところ、手続の中で、そういうような、何かに言わないで、何

かこそこそ動くとかというのは、そういうのもまた言葉に出して言うというのは、聞いている相手

からしたらどうなんだとか、いろいろそういう疑念を抱くようなことがあるということが、私は一

番よくないというふうに思っていまして、やはりいろいろ調べたりする、またいろいろ意見交換を
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するという中では、非公式の中でやることって多いですから、我々というのはね。ただ、それがや

っぱり最終的に表に出るときには、公明に正大に行わなければ、公正はやっぱりきちっとした審査

を行わなくちゃいけないと、そこに通ずるものだと思っているので、そういう認識の中で、先ほど

言ったようなそういう内緒にしておいてとかというのは、何かあったのかな、何かあるのかなとか、

それは確認はしていませんけれども、という感じで、あまりそういう行為はよくないんじゃないか

なというふうには感じています。 

 

○広山清志委員長 ３点目の質問に移りたいと思います。 

  ＳＮＳの内容を記した参考資料①がスクリーンショットでないのはなぜでしょうかということの

質問でございます。 

  このことについて、太田議長、ご答弁をお願いいたします。 

●太田博希議長 まず、これにつきましては、この審査会において全文公開すべきだというようなと

ころから端を発しているのかなというふうに認識しています。 

  そういう中で、私のほうにこの話が来たときに、スクリーンショットで出しなさいという指示と

いうか、そういったものがなかったので、どういう形で出せばいいのかなというふうに思いました。

その中で、２点、３点、考えたことは、まず審査請求者の菅野さんが、何か皆さんに提出しなさい

という期限の前にお越しいただいて、そういう話をいただいて、これを用いて、いわゆるＳＮＳの

画面を出して、これとこれですよというふうに見ていただいて、読み上げますねと言って読み上げ

ました。一応事実として現存しているんだということを菅野議員には分かっていただきました。 

  そういう中で、どれを開示しようかと。実は、この黒塗りをしているというところは、僕は公に

出していないところなんです。元をたどれば、先ほど、これが送られてから事実確認が始まりまし

たけれども、そのとき２回ほどやりました。会派でもやりました。請願の採択不採択の後にですね。

いろいろ問題が起き出しましたから。まず、当人がいるという、当事者がその場にいるということ

で、これを読み上げますよと了承を取り付けてやったという、会派のとか、その後の９月定例会の

緊急質問のときもそうですけれども、あれで止まって、いろいろ調査したから、代表者会議でも本

人がいるところで、この内容を読みますよということで、各代表者に口頭で読んだ部分がこの部分

なんです。 

  要は、その部分のところを、多分議運でも出たんだと思います、きっと。それが会議録という形

で残っているんで、その会議録と照らし合わせて、その部分のところがこのオープンになっている

部分という、突合させてあります。ですから、本人に確認、一応了承を取り付けている中で、議員

22人の半数以上には、これは口頭で読みながら出した部分でして、それ以外の黒い部分については、

実は僕読んでいないんです。 

  なぜ、読んでいないかというと、黒い部分というのは、本人のプライベートの行動とか、これか
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らこういうところに行きますのでとか、またはつぶやきみたいな内容です。ですから、それは直接

確約といいますか、これは自分だけで判断しちゃいけないかもしれないけれども、審査に関わるよ

うな重大なものというのはありませんし、今までも事実確認や、会派や代表者の皆さんに、本人を

目の前にして了承をもらって読み上げたのも、この部分のことなんで、この部分のところで十分資

料としては足りるのかな、菅野さんにもそういうお話をして、了承を取り付けて、このような形で

提出をしました。 

  ですから、スクリーンショットでないというのはそういうことから。スクリーンショットで出す

ということは、全部多分分かるんですけれども、やはり私は結構ここら辺のところは慎重にやった

ほうがいいと思っていたので、だから必ず本人に了承をもらって、だからここの黒い部分も本人に

了承をもらえれば、開示したって構わないですよ。でも、僕、その部分は読み込んでいないし、本

人が了承して読んだのはこの部分だけなんで。そういう経緯ですね。 

 

○金子広和委員 １点だけ確認させてください。 

  ９月議会の最終日に、先ほども議長からも出ましたが、私の緊急質問に対して、本会議場で議長

から２人の議員について市長と接触があったことが確認できたと報告がされましたが、２人とも健

政会の会派のメンバーだと聞いております。その１人が千葉議員ですけれども、もう一人の議員と

市長が接触した際に、千葉議員が何らかの形で関わっていた事実関係も、議長や会派のほうでは確

認はできていたのでしょうか。 

（休憩） 

●太田博希議長 休憩中に、うちの会派の町田代表、あと福田議員、私３人でちょっと確認をさせて

いただきました。なぜ、確認したかというと、記録に残っている内容ではないからです。不正確な

答弁をしてはいけないなというところでございます。 

  確認しました結果を申し上げます。先ほどの金子議員の質問に対してですが、今回のこの政治倫

理審査会は千葉良秋議員の倫理規範に反する行為ということで、千葉さんに関わるということで、

そういうもう一人の議員さんとの接点の中で関わりがあったかということ、結果から言うと、あり

ましたというふうに確認しました。 

  要は、その席に千葉議員は同席していたという。ここまででよろしいでしょうか、千葉議員に関

しては。細かい内容等は、我々、実は事実確認したときに確認はしていません。いつ、どこで、ど

んなメンバーがいたのかというような内容の中に、千葉議員さんはその集まっていたメンバーの中

にはいらしたそうです。以上です。 

○金子広和委員 あくまでも千葉議員のことに関してなので、議長としてもそれ以上のことは、ここ

では言えないのかなというふうな推察をしますし、ただ、緊急質問のときに、２人の議員とという

ことで。 
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（休憩） 

〇金子広和委員 千葉議員のことなので、もう一人の議員に関しては、ここでは私も考えてはおりま

せんが、前回の緊急質問の時も市長と接触をしているという中で、二人いた中の一人は千葉議員と

いうことと、もう一人の議員がいると、もう一人市長と接触していた中の千葉議員がそこにもいた

ということは、前回千葉議員がいたときにわかっていればそこでもいろいろと質問ができたんです

が、推察する考えでは、何らかの形で、市長との接点があってその場でもう一人の議員も一緒に呼

んだのかどうだったのかわかりませんけど、これに関しても一回は確認を取らないと、どういう経

緯があったのかは気になる部分がありますので、議長にいっても議長は答えられない範囲だと私も

思いますので、意見として、その辺がこういった形で出てきてしまった以上は、何らかの形で確認

をさせてもらいたいなといことだけは委員長に意見だけいっておきたいと思います。 

〇広山清志委員長 意見としてでよろしいですか。 

〇金子広和委員 これは議長に言っても議長には答えられない範囲だと思いますので。ただそういう

ような接触をしているってことが確認が取れているということがいわれている以上は、何らかの形

で確認をとらしてもらいたいなということは意見として。 

〇広山清志委員長 それは千葉議員とのどういう関係かということで。 

〇金子広和委員 そうですね。千葉議員がからんでいますので、千葉議員にそこのとこは確認をとり

たいなと。 

〇広山清志委員長 話はわかりました。あくまでも今回千葉議員の行動の存否なので、千葉議員がも

う一人の議員との、どういう形でアクションしたのか、そういうところの視点でよろしいんですね。 

（休憩） 

〇金子広和委員 もう一人の議員とも請願者の方が接触をされていることを伺っているので、そうい

うことがあったので、そこに千葉議員が絡んでいるということであれば確認をしないと、この後も

請願者の中で話がでるかもしれないので、その後でもいいんですけど、そういったことは事実確認

として議長からわかったこととあげている以上は、この後の場にもっていってもらいたいんですよ。

請願者のところでも確認しますので。 

（休憩） 

〇広山清志委員長 先ほどの金子委員の意見はわかりました。 

○内藤光雄委員 私的には最後なんですけれども、今回、一連のこの流れといいますか、陳情が３件、

政倫審の請求が出ているということに対して、これまでこのようなことが狭山市議会で起きたこと

というのは過去例がないというふうに聞いているんですけれども、そのような事態になったという

ことを踏まえて、狭山市議会の一議員としてどのように受け止めているのか。 

  それと、当時、議長であって、副議長が当事者になっていると、こういう事態を招いているとい

うことに対して、受け止めについてお答えください。 
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●太田博希議長 まずは、私の記憶するところですと、狭山市議会、これは政治倫理審査会が設置さ

れたのは初めてのことかなという中では、そこに至る背景には、やはり３月の定例会におきまして、

このサピオに関するところの陳情が３件出まして、その内容も私なりに熟読いたしまして、重く受

け止めております。 

  やはり、市民の方から強く市議会に対してのお訴えがあるということは、やっぱり我々もしっか

りと自分たちの身を呈して、やっぱり省みるところは省みなくちゃいけないですし、以前この市民

の方、私は基本的に市民の方からアポイントがあった場合は、基本的には正副なり私なりで会うよ

うにして、お話を聞くようにしているんですけれども、ちょっと審査の過程において、少しブラッ

クボックス化してるんじゃないのというようなお言葉が、すごく強烈にあって、ですからやはりこ

の審査、またはいろいろな議案の審査もそうですけれども、やっぱりきちっと公明正大に行われて、

やっぱり市民の方に我々は負託を受け、代表という言葉も使われるときもあります。信頼されるよ

うな市議会へとなるべきだなと。 

  ですから、この審査会を経て、本当はこういうことをやるということはすごく不服ですし、自分

なりにも申し訳ないなと思っています。ただ、これを経て、次のこれからの狭山市議会がやはりよ

くなるようにという思いはすごくあります。これだけ皆さんが真剣に協議していただいて、市民の

方もいろいろお訴えをしていただいている中では、やっぱり我々というのは、反省すべきところは

しなくちゃいけないと。また、ここはしっかりとまた先に進めていくぞというものは進めなくちゃ

いけない。そういう中の一つの機会なのかなと、そのように捉えております。 

  あと、私が議長就任、本来であれば、途中、会期中のこの１年なら１年の任期中に、途中で副議

長をお辞めになったということについても、これについては、あくまで皆さんの公の席では本人か

らの一身上の都合によりということで、たしか全員協議会の場面でもそのような質問がありまして、

私のほうから、本人から事情を聞いている中では、体調不良ですとか、そういったことがあった中

で、お辞めになるという中で、ご本人としたら、私はあくまでお辞めになる理由というのが一身上

ということで、やむなき事情なのかなと。ただ、皆様には大変その後の副議長選挙ですとか、会期

の追加という中ではお時間をいただいたり、ご足労をかけたなということについても、本当に申し

訳なかったなというふうに思っております。 

 

○大沢えみ子委員 ＳＮＳのほうで、９月11日は、不採択をせざるを得ないということでメールが送

られております。もう一点が、12日には、趣旨採択について了承ということで、委員会では見通し

が立っておりませんので、本会議で動議を提出したいと考えていますというようなＳＮＳが議長に

送られているわけなんですが、現実には、千葉議員は動議を提出することもなく、反対という態度

を取っておられます。最終的に、この反対にすることについて、何らかの議長にご相談なり、ご報

告なりというのがあった経緯というのは、まずありますでしょうか。 
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●太田博希議長 これが、メールが送られて、趣旨採択ということを初めて私も聞いて、どういうふ

うにお考えになっているのということで、議会内でこれ調整を図ったのとか、いや、まだしていま

せんと。各会派にいろいろ相談をしているの、まだ、これからやりますという中で、この文のとお

りに動いてきてしまっているのかなと、調整つかず、多分ここにいらっしゃる方でも相談を受けた

方はいらっしゃると思います。 

  そういう中で、最終的なところでは、委員会での趣旨採択が調整できていないという中で、本会

議場で出したいというような話はありました。私は、それはどういう筋論でいくのか聞いた。取り

あえず、委員会では不採択という形、本会議場で趣旨採択を出すというような話があったんで。そ

のときは局長を同席させています。私、１対１でやらないんで。その流れでいうと、委員会でバツ

つけたものが、本会議場で趣旨採択、誰かが動議を出してくれて、それに対して賛同するってあり

得ないでしょうというのをやりました。それは、多分前回千葉さんから、議長に相談したけれども

駄目だと言われたという中身です。 

  一般的に考えてあり得ないというか、そういうものじゃないのというんで、ただ、私はそのとき

言った覚えがあります。あなたの賛否にどうのこうの言っているんじゃないよと。筋で話している

んだよと。それは全部、局長も同席して聞いているし、彼も個人的にアドバイスはされています。

それは、すごくまっとうなアドバイスをしてくれていましたと記憶しています。以上です。 

○大沢えみ子委員 その趣旨採択ということなんですけれども、前回、千葉議員にお聞きしたところ、

ご本人の認識としては、趣旨採択は不採択と同意義であると。そして、執行部に送られることはな

いという形でのご本人は認識をされているというようなんですが、議会を代表する議長として、趣

旨採択というものがどういうものと認識をされ、また執行部に送られるという点についてはどのよ

うに対応をされるのでしょうか。お願いいたします。 

●太田博希議長 請願に対する議会の意思決定というのは２通り、要するに採択するか否か、これに

尽きます。ただ、議会として、請願者の願意でしょうね、理解できるけれども、現実的には難しい

よねという場合について、この趣旨採択というのがあるのかなと、そのように捉えております。 

  ですので、不採択に近いとか、不採択というんじゃなくて、あくまで議会としての意思決定は採

択か不採択。それに、願意は理解できるけれども、現実的にちょっと難しいねという場合は、その

趣旨、その思いを酌んであげて、趣旨採択をして、それが通れば、当然これは執行部のほうに提出

をし、こういう結果ですよということで報告をすると、そのように認識しております。以上です。 

 

横田利和氏 

岩川則雄氏 

説  明 

●横田利和氏 今日は、こういう時間を取っていただきましてありがとうございます。 
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  簡単に、うまくしゃべれるかどうか分からないんで、資料にまとめて提出してありますので、そ

れに沿って説明をさせてもらいたいと思います。 

  最初に、私、改めて自己紹介しますと、何の団体にもチームにもグループにも属さない、何の肩

書もない一市民でございます。横田と申します。 

●岩川則雄氏 岩川です。 

●横田利和氏 では、資料に沿って説明させてもらいます。 

  初めに、私と千葉議員との関わりの始まりのきっかけですが、たまたま私と千葉さんの家が近い

もんですから、それと地元のソフトボールとか、そんな関係で顔とお名前を知っていたと、そんな

関係で、サピオの閉鎖という問題が出たときに、身近な議員さんとして千葉さんを頼って自宅を訪

問しました。それが５月22日のことです。 

  その後もあるんですが、取りあえずそれは後ほどの時系列の説明で触れますが、その後の経過、

２番目として、私はそれ以来、陳情書とか、市長への意見書、それを順次提出してまいりました。

それに対して、全く反応はいただいておりません。それから、上諏訪の説明会、鵜ノ木の説明会な

ども全て参加していますが、住民の希望、利用者の希望に対して執行部の説明は、全く平行線のま

まで、折り合う点はありませんでした。そんな中で、執行部のほうはなし崩し的にどんどん作業が

閉鎖に向かっているように見えたので、こうした流れの中で、私は非常に危機感を持ちまして、請

願書の提出を急いで出した次第です。 

  ３番目で、これは具体的な時系列になりますが、まず８月９日に請願書を出そうと、そういう経

過から請願書を出そうと決めまして、案をいろいろ作り始めたんですが、８月17日に千葉議員に電

話をかけまして、私のほうからかけまして、請願を提出しますということを伝えたんです。これは、

千葉さんには引き受けてもらえないというのはもうほぼほぼ分かっていることですが、たまたま最

初にお願いした千葉議員ですから、礼儀として千葉さんにはお断りしなきゃいけないなという思い

で、千葉さんに電話を入れました。 

  その後、20日に議会というか、各会派のほうをお邪魔しまして、紹介議員のお願いやら、その他

事情説明とかさせてもらったんですが、そういう経過をたどって、22日に正式な請願書を出しまし

た。それからほぼ１週間後の８月29日に、千葉議員から私のほうに、千葉さんから電話がありまし

て、突然請願に賛成するということを電話で言われたんで、これはちょっともう舞い上がるような

話なんですが、ちゃんと目と目を合わせて聞きたいですということで、それで狭山台の上島珈琲店

で会うことになりました。そのときは急だったものですから、私と千葉さんと２人で、17時から18

時過ぎまで、約１時間少し、話をしていました。 

  そのときに、千葉さんから言われたのは、とにかく請願に賛成してあげるということははっきり

聞いています。それから、２番目に、いわゆる与党としての立場で賛成するんだから、あまり執行

部批判なんかをしたらまずいんだということで、執行部に対する批判とか攻撃とか、そういうこと
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はしないでくれと、しないようにと。それから、対象はプールに絞ってくれと、こういう話を言わ

れました。 

  次に、８月31日ですね、これを受けて、補足説明の原稿とか、そういうのにも全て千葉議員の言

われた執行部批判はやめろとかという話に沿って、全て修正しました。内輪の事情というか、様子

をお話しますと、とにかく千葉さんが賛成してくれたら、文教厚生委員会は間違いなく可決なんで

すよ。それまでの流れから見ていて、３対３の委員長採決で、大体見えていますから、そこで千葉

さんが賛成してくれたら、もう200％合格というような採決だというのは見えていましたので、も

う本当に私たちは喜んじゃって、仲間に早速こういう、私、メモを渡しましてね、千葉さんが賛成

してくれたと。条件はこうだよと。政権与党として賛成する、政権与党と言ったかどうかは分かん

ないんですけれども、そういう意味で言いました。仲間とＬＩＮＥのグループ電話して、よかった

ね、よかったねと、そのとき喜んだ。本当に喜びました。 

  次のページになりますが、９月９日に、文教厚生委員会が開かれまして、私どもの説明、資料も

全て千葉議員の言われたとおりに、批判、攻撃的なところは全てカットしまして、穏やかにという

か、そういう発言に終始しました。その中で、お二人の議員さんは早々と反対という意向を示され

ましたが、そのとき、千葉議員は賛否を保留していましたので、私たちの希望というか、話が生き

ているんだなということでほっとした次第です。 

  その晩に、ちょっと横道にそれますが、私が太田議長に昨年提出した３ページの中に、９月９日

の夜、千葉議員に出したメールが添付されていますが、文字どおり、千葉さんが今日態度を保留し

てきてくれて、非常にほっとしましたと、うれしかったということで、ぜひ力を貸してくださいと、

そういうメールを出しています。ただ、その後、千葉さんからは一切の反応は、返信とか反応はあ

りませんでした。 

  それから、次に、翌日９月10日になりますが、この件は、隣の岩川さんも同席していますので、

ちょっと参考に交代したいと思います。 

●岩川則雄氏 私が千葉議員とお会いして、お話したのはこのときが初めてです。その経過について

は横田さんから逐一話は聞いておりましたが、そこで、10日、呼び出されて、話を聞いたときに、

趣旨採択にすると、そういうふうな話でした、要は。趣旨採択するということだって、我々は、私

は特にそうですけれども、趣旨採択って一体どういうことなのか、よく意味が分かりませんでした

けれども、さっきの太田議長と皆さんのやり取りの中で、趣旨採択ってそういうことなのかという

ことがよく分かりました。議員さん同士のやり取りの中で。何となく、ぼんやりは分かっていまし

たけれども、はっきり分かりました。 

  だから、この間の千葉議員の何かの委員会、私は都合があって来られなかったんですけれども、

そのときに千葉議員が、このときに反対するということを説明したようなことを言ったようなこと

をちょっと聞いたんですけれども、そういうふうには私は受け止めておりません。趣旨採択はよく
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分からなかったし、もし前言を翻して反対するということであれば、やっぱり全くそういう政治の

ことなんか分からない一市民に話をするときに、ちゃんと説明して、それはどういうことなのかと

いうことを分かるようにしてやるのが当然だと思うんですけれども、その手続はなかったと思いま

す。そういうふうには私は受け止めていません。 

  ですから、反対ということ、実際に翌日の採決のときに反対ということになったときに、諸所び

っくりしましたね。正直、いろんな議論をしていく中で、千葉議員もよく考えていなかった部分も

あったのかもしれませんけれども、議論をして、いろいろ回って調整して議論していく中で、自分

の考えが変わっていくことは、我々も当然あるし、議員さんたちの中でもいろいろあるとは思うん

ですけれども、ただ、それを一旦市民に対して公言した以上は、それに対して、いや、一生懸命、

俺、やってみたんだけれども、ちょっとそれ難しいんだよと、こういう理由で駄目だから勘弁して

くれ、取りあえず俺は反対、賛成はできないよと、そういうふうに事前に我々に伝えるべきで、そ

れが筋だと思うんです。それは、別に議員と市民との関係じゃなくて、ごく普通の我々、人と人と

の付き合いの中で当たり前に問われる内容じゃないですか。だから、私はそういうことを、千葉議

員と１回しか会っていないので、１回しかやり取りしていないですけれども、そのことに対して非

常に不信感を持っております。以上です。 

●横田利和氏 10日の部分でちょっと補足しておきますが、岩川さんからもあったように、趣旨採択

というのは賛成ではないという意味で、イコール反対を意味するんだろうというような、そういう

ニュアンスで説明はありました。ですから、趣旨採択に終始しているということですね。だから、

反対するという言葉は一切ありません。 

  その意味も、突然の話で、我々は初めて聞く言葉でしたから、意味もよく分からないままに引き

揚げたというのが実際のところです。 

  13日なんですが、文教厚生委員会が開かれて、当日採決があったわけですが、千葉議員からは趣

旨採択の動議もないまま、ごく平然と反対に回られて、結果は３対３、委員長反対で否決というこ

とで、我々は見事にうそをつかれて、裏切られたと、こういう思いで、大変残念な思いをしました。 

  それから、17日になりますが、私はこういう流れを見て、非常にやり切れないというか、残念な

思いを持ちましたもんですから、関連の３ページの資料を作りまして、太田議長宛てに提出しまし

た。その中で、私は、だまされちゃった私のほうがばかだったねということで、これは本心です。

ただ、そのまま何か泣き寝入りというか、何の問題にもならないというのはあまりにも情けないの

で、どこかで誰かがこれを問題として取り上げていただけたらと思いまして、あえて太田議長に提

出した次第です。 

  続いて、４番目に、その後、私が思ったこと、感じたことを、何行かありますが、ここまでいき

たいと思います。よろしいですか。 

  私がここで強く感じたのは、こういった甘いうそを言って、請願者の主張を制限するというのは、
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大きな問題だというふうに思っています。賛否にどっちへ転ぶかということは、朝令暮改はあって

も当然だと思うんですよ。それは、問題だとは思いません。ただ、おいしい餌を目の前にぶら下げ

て、それで請願者の言いたいことを制限してしまった。これは絶対やっちゃいけないと、私は思っ

ています。 

  それから、２行目も同じような意味ですね。例えばこれ、サッカーなんかの試合に例えていえば、

重大な反則行為をすれば、即レッドカードが出されて、即退場になるものがありますが、議員には、

そういうことが裏で行われていても、それが表面的には問題にならずに、そのまま通ってしまって、

それで何となく議会が通過したということだけが残ってしまう。こんなことがあっていいのかと、

大いに私は疑問とともに怒りを覚えています。請願者にうそをついて、発言を制限させた、抑えた

というのは、これはあっちゃいけないことだと、私は強く思います。本音を言えば、あの採決は無

効だと言いたいぐらいです。 

  その後、約半年間たっていますが、千葉議員から私のほうには一言の謝罪も弁解もありません。

全くありません。ごめんなさいもないし、いや、これこれ、こういうわけでちょっとうまくいかな

かったよとか、そういう説明があってしかるべきだと私は思います。それ、一言もありません。１

本のメールもないし、１本の電話もありません。こんな市民をばかにした、愚弄したことが許され

ていいのかと、これが私の思いです。以上です。 

 

質  疑 

○内藤光雄委員 今日はお忙しいところ、おいでいただきましてありがとうございました。 

  何点かちょっと、これまでの経過も含めて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  まず、冒頭に、千葉議員との接点のお話がありましたけれども、請願ということも踏まえて、プ

ールの存続という意味合いで、千葉議員を頼って自宅に行ったのが５月22日と言いましたけれども、

私の聞き間違いじゃないですよね。 

●横田利和氏 そのとおりです。 

○内藤光雄委員 そうしますと、先日の千葉議員からの意見聴取の中では、８月17日に自宅に電話が

あって、８月20日に対面をして、そこで横田さんと会うのが初めてという話でしたけれども、これ

もちょっと異なってきますけれども、千葉議員が言う８月20日ではなく、５月22日だということで

間違いないですか、確認です。 

●横田利和氏 そのとおりです。 

  ちょっと補足していいですか。 

  先ほどの内藤委員の質問の中で、22日と説明しましたが、その後、その３日後、５月25日には、

まず22日に自宅へお邪魔したときは、玄関先で立ち話だったんです。だけれども、こういうことで
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プールの件をお願いしたいんだと言いましたが、かなりあの件は難しいことなんだよという話は、

立ち話の中で聞いています。 

  ただ、それじゃちょっと足りないんで、何とか話を聞いてくださいよということで無理にお願い

して、実はその３日後の25日に、上島珈琲で会うことにしました。そのときは、私の仲間の小祝さ

んと、入ってもらって、私と千葉議員と小祝さんの３人で会いました。そのとき、請願はいろいろ

手続とか条件が難しいので、陳情書を出すのがいいんだろうというふうな言葉をいただいています。

以上です。 

○内藤光雄委員 そのときに、千葉良秋さんのことは市議会議員だということは知っていたと思うん

ですけれども、副議長を務めているということはご存じでしたか。 

●横田利和氏 上島珈琲で会ったときに名刺を頂いて、そこに肩書が副議長と記載されていましたの

で、偉い人なんだなと思いました。以上です。 

○内藤光雄委員 ちょっと時系列が、その件についても、千葉議員は前回、副議長の名刺は渡してい

ないという発言をしていたので、ちょっと疑義が生じるんですけれども、そこで副議長の名刺を渡

したということであれば、当然議会の大きな役職といいますか、責任のある副議長だということは、

どのように認識されましたか。 

●横田利和氏 偉い人なんだなということです。 

○内藤光雄委員 それと、その後、与党の立場で賛成するということで、文章にも書いてありますし、

先ほどちょっと政権与党という言葉がありましたけれども、ここでいう、世の中的には野党と与党

という言葉が存在をしておりますけれども、この狭山市議会の中での与党ということに対して、ど

のような受け止めと認識をされていましたか。 

●横田利和氏 私も初めてこういう世界にちょっと関わったことで、私の勝手なイメージで、千葉議

員はいわゆる世間一般に言う与党的な立ち位置で賛成するんでと、そういうふうに理解しました。

だから、狭山市議会の中でどういう構図になっているかということには、私は分かりません。 

○内藤光雄委員 そうしますと、副議長という肩書はもう既に承知の上で話をされているわけですの

で、与党的な立場ということと、副議長ということでありますので、その後、そういう立場で賛成

をしてくれるということについては、普通の一般の議員が賛成をするというよりは、より賛成に近

づくことが可能になると、より賛成が身近に感じる、より賛成を得られやすいことになるというふ

うな受け止めはありましたか。 

●横田利和氏 ありました。 

 

○金子広和委員 説明ありがとうございました。 

  何点か確認をさせてもらいます。 

  先ほどの話の中で、執行部の批判はしないで、話はプールに絞るようなことと、千葉議員に発言
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の制限をかけられたということで話がありましたけれども、なぜその発言の制限をかけられたとい

うふうにご本人は感じていましたか。 

●横田利和氏 先ほど、与党、野党というような、そういう話もありましたけれども、いわゆる千葉

議員としては与党と考えているわけですよね。そういう立ち位置からして、執行部批判をすると、

千葉議員がいろいろ取り組みにくいというか、発言しにくいと、そういうことなんだろうなという

ふうに感じました。 

○金子広和委員 千葉議員は、初めは賛成すると、そして趣旨採択にすると変更して、さらに請願者

には連絡もせず、平然と反対をしたというようなことでしたが、どのような理由からだと認識をさ

れていますか。 

●横田利和氏 率直に言いまして、その辺は分からないんですけれども、まずもって賛成すると言っ

てくれたことがびっくり仰天で、本当ですかというふうな感じでしたね。 

  次に、趣旨採択というふうに聞いたときは、もうがっくりですよ。それは、イコール賛成じゃな

いということ、賛成はできないという意味合いなんだという説明がありましたから、もう天国から

地獄へ落ちたような感じです。 

●岩川則雄氏 私は、10日に千葉議員にお会いしたときに、千葉議員が変わった理由というか、変わ

った理由かどうかは分かりませんけれども、市長と、それと部長と、今の部長と前の部長と、それ

と自分と、たしか覚えているのはその４人ですけれども、会って、いろいろプールのことや請願の

中身について、それが実現できないかどうか、いろいろ話し合った、検討したとは言っていました。

その結果、趣旨採択ということになったんだろうと思いますけれども、会って話をしたとは言って

いました。だから、そのことが結果的な趣旨採択という方向になって、さらには反対ということに

なったのかなというふうに私は受け止めていますけれども。 

●横田利和氏 ちょっと追加でいいですか。 

  その際に、今言った市長と千葉さんと、前の部長と今の部長とで、西武団地の１室でその４人で

会って相談したと、そういうことを言っていました。以上です。 

○金子広和委員 今、西武団地の１室で会って話が出たということがありましたんで、ちょっとその

件に関して確認をさせてもらいますね。先ほど、５月22日に千葉議員の自宅で会って、25日に上島

珈琲で会ったと。その後に、たしか６月に請願者の横田さんは陳情を上げられていると思うんです

が、陳情をいつ出されていますか。 

●横田利和氏 陳情は６月18日に出しております。 

○金子広和委員 その後ですかね、千葉さん以外で同じような形の何か、一緒に相談をされたとか、

陳情に関して、請願に関して何か話をされたということはあるんですか。 

●横田利和氏 つてのある議員さんがおりましたので、６月23日に、ある議員さんに相談したいんだ

ということでお願いを申し上げました。そのときは、我が家に来ていただいて、岩川、小祝、私と
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３人で話を聞いていただきました。 

  次は、７月30日に、私は市長への意見書というのを提出してあります。関連事項としては、８月

17日前の私の動きとしての関連事項は以上でございます。 

○金子広和委員 ありがとうございます。細かいところまで覚えていていただいて。 

  先ほど、議長が来られていたときに、若干話の中で、ちょっと休憩になったりとかいう件もあっ

たんですが、後ほどまたこの件は正副委員長のほうにお願いする件になるんですが、私の認識では、

今回、今言いました６月23日に請願者である横田さんのご自宅に来られた議員が、市長と接触した

２人の議員のうちの１人というふうに認識をしておりましたので、先ほど議長のときにお話をした

次第です。現在でいう話では、市長と接触した２人の議員のもう一人は、千葉さんともう一方も、

同じく横田さんのご自宅まで来て話をされている議員ということなので、先ほどそういうふうな話

をさせていただきました。 

  質問に戻りますが、千葉議員が反対するとき、また先ほどもかなりお怒りで話をされていました

けれども、連絡は何もしてこなかったというふうに聞いていますが、なぜ連絡をしてこなかったの

か、できなかったのかというのは、請願者のほうでは何かその辺のところの認識はありますか。 

●横田利和氏 言い方がちょっとよくないかと思うんですが、取るに足らないやつだと思ったんじゃ

ないんですか。私としては不満ですよ、だけど、横田１人ぐらいは何ともないと、そういうことじ

ゃないんですか。とにかく、半年たちましたけれども、何一つ、メールも電話も、謝罪も言い訳も

ありません。 

○金子広和委員 不誠実極まりないと私も言いたいぐらい、ちょっと腹が立っていますけれども、こ

の件に関しては。それ以上はここでは言いませんが、請願の採決、賛成３人、反対３人で、可否同

数のため委員長の採決で否決だったということで先ほども話ありましたが、先ほどもその瞬間の気

持ちが多少言われていましたが、改めて聞きますけれども、委員長が否決となった瞬間、どのよう

な気持ちだったのか、もう一度お願いできますか。 

●横田利和氏 先ほども申し上げましたけれども、完璧に裏切られたと。今までたどってきたことは

何なんだと。もっと言えば、８月29日に賛成するよと言っておきながら、10日ですよ、その間、10

日余りしかたっていない。たった10日の間にこんな天と地と、ひっくり返るようなことがあるのか

と、そんなことをやっていいんですか。 

  この間の審査会のときに、千葉さんはいろいろ調査していて、何か結局いい答えが出せなかった

と、こんなふうに言っていましたけれども、10日がそんなに変わる期間でしょうか。私には大いに

疑問です。以上です。 

○金子広和委員 先ほど、言葉の中で、今の気持ちを議長に出された中では、私は結果的に千葉さん

にだまされたと思っていますと、強い気持ちが入っていますが、当時の気持ちを表現しております

けれども、現在もその気持ちに変わりはないですか。だまされたと。 
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●横田利和氏 そのとおり、だまされたと思っています。 

○金子広和委員 あとは、だまされた自分がばかだったと思っておりますと、この言葉に対しては、

いたたまれない気持ちで大変私も胸が痛い思いです。同じ狭山市議会の議員として、請願者でもあ

る市民にここまで言わせてしまう行為をしたことに対し、強い憤りを感じております。 

  千葉議員にだまされたとの思いを、改めて、あれば、ここでもう一度聞かせてください。 

●横田利和氏 ちょっと質問にヒットしているかどうか分かりませんけれども、結果的に私はだまさ

れてしまったと、そういうふうに自覚しておりますけれども、これが例えば秀吉とか家康とか、あ

あいう戦国の時代だったら、いろいろ策略とか、いろんな情報合戦であるのは当たり前でしょうが、

今回、千葉さんがやったことは、少なくとも選挙で選ばれた議員がそういう小細工をやって、こそ

くなことで市民の口を封じると、これは絶対許せないと私は思っています。以上です。 

○金子広和委員 では、千葉議員は、先ほども議長も言っていましたが、一身上の都合との理由で前

副議長の職を辞職しておりますけれども、副議長の辞職に対してはどのような認識でいられますか。 

●横田利和氏 これについては、私は内部事情は分かりませんので、どういう流れで、どういうふう

にそういう結果に至ったのか分かっていないんで、難しいんですけれども、率直に言って、そのと

き、それを聞いたときは、この件はこれで一件落着になっちゃうのかな、つまり今日のような場は

設けられないで、千葉さんが副議長を降りたということで、これで一件落着で、もう何もなかった

ように終わりになるのかなと率直にそう思いました。なので、今日こういう席を開いていただいて、

私はうれしく思っています。以上です。 

○金子広和委員 何となく、横田さんの気持ちがひしひしと伝わってくる思いで聞かせていただいて

いますけれども、もう一点、最後に確認させてもらいますが、千葉議員が議長へ送られた、市長応

接室で市長、副市長、部長、課長、主査等と２時間超に及ぶ議論を経て、動議の提出から趣旨採択

について了承いただきましたとのメールの質問に対して、前回の最後、福田委員ですかね、質問し

ていただいた中で、千葉議員がこう答えていたんですね。最終的に仕方がない、しようがないと了

承したのは市長だったと。これは、私も書き留めてあったので、それまではいろんな、何だかんだ

でちょっと誰がどうだという感じの答弁が多かったんですけれども、最後の最後で福田委員の質問

に対しては、仕方がない、しようがないと言いながらも了承したのは市長だというように本人が言

いましたので、この発言をされておりましたが、この答弁に対して、請願者は聞いていたときにど

のように感じましたか。 

●横田利和氏 本会議のときに、金子議員がそういう疑念でしたっけ、何かそういうような発言があ

って、市長の答弁がありましたけれども、そういう議員さんとの執行部との接点は、日常的に業務

としてあることなんですよというふうに言われていましたけれども、今言われたメールのようなこ

とを水面下で、議員と執行部とが水面下で何やらこそこそやっているというのは、何かあまり気持

ちよくないですね。 
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  本来、議員さんというか、議会というのは独立しているはずですよね。だから、一々執行部とそ

んな細かいすり合わせをやってんのかなということで、それはちょっと教科書とは違うなというふ

うに思います。 

○金子広和委員 最後の質問なんで、もし岩川さんもよかったら一言、この件に関して思いがあれば

言っていただけますか。 

●岩川則雄氏 先ほどもちょっと、10日の千葉議員と会ったときの話をしましたけれども、そのとき

千葉議員が、市長なんかと会って話をしたんだというお話をしたという、そういう話をさっきもし

ましたけれども、そういうこと自体が、なぜそういうことがやられて、なぜそのことによって、そ

の後の我々に対する動きが制限されてくるというか、圧力がかかってくるのかというか、その辺が

ちょっと理解できません。 

  だから、議員であれば、市民から出された要望に対して、それをどう実現するかという立場に立

って、基本的に動いてくれるのが当然と思うんですけれども、それが市長や何か、執行部と会って、

逆にそれはやっぱりできないよという形で、もう諦めさせるような方向に持っていく、そういうこ

とは基本的に議員としておかしいと私は思います。正直、さっきも言いましたけれども、非常に不

信感を持っております。以上です。 

 

○町田昌弘委員 確認させていただきます。 

  今回、千葉議員の倫理規範に反する行為の存否についての審査の請求ということで、３名の議員

から請求が、３月18日に提出があったんですけれども、その前に陳情書として、横田さんから２月

20日にこの件についての陳情が出ています。この２月20日から３月18日まで約１か月間あるんです

けれども、提出された３名の議員と、または請願の紹介議員である金子議員、この４名の議員と横

田さん、この１か月間の間で何かこの審査の請求についてお話はされましたか。 

●横田利和氏 この件は全く聞いていませんでした。 

○町田昌弘委員 聞いていないというか、その件についてお話はしなかったということでよろしいん

ですかね。 

●横田利和氏 １月６日の代表者会議でしたっけ、それの議事録というのが文書公開で取れるという

ことで、取って、私、見たんですが、読んだんですが、その中の答申ではないんですけれども、意

見の中に、これは専門委員会とか何かを設けてやるべきじゃないかというふうなご発言がどこかに

あったんですね。これはいいことを言ってくれているなというふうに、私、率直に思ったんですけ

れども、だからどうするということは、請求議員さんたちとは話はしておりません。 

  何の機会だったか、24日に金子議員のところへお邪魔して、初めて今日その政治倫理審査会のこ

とが決まったんだよということを聞いた次第です。以上です。 

○町田昌弘委員 あと、もう一点お伺いしたいんですけれども、９月14日に、今の気持ち、これが横
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田さんのほうから提出がありまして、その中に、自分から騒ぎ立てる気持ちはありませんというふ

うなお気持ちがありました。その中で、今回、半年たって、２月20日に今回のこの陳情書が出まし

て、その中では特別委員会などを編成し、徹底した調査をお願いしますというふうになっているん

ですけれども、先ほど来聞いていますと、やっぱりこの半年間、何の謝罪もないので、それが随分

怒りもあるということでのお話なんですけれども、それでよろしいんでしょうかね。そういう気持

ちということで、今回提出になったということでよろしいんでしょうかね。 

●横田利和氏 先ほどもちょっと触れましたけれども、私から騒ぎ立てる気はないというのは、その

とおりです。その時点でそういうふうに思っていました。 

  ただ、一方で、このままやり過ごされて、何もなかったように葬られてしまうのは、誠に不本意

だなという、そのガスは私ずっとたまっていました。だから、どこかで誰かがこれを問題として取

り上げてほしいという気持ちは、ずっとありました。たまたま、１月６日の議事録を見ますと、専

門委員会を設けたらどうかというような意見があったのを見ましたんで、それで、これは陳情しよ

うと、その専門委員会を設けようという意見に少しバックアップといいますか、力になるようにと、

そういう思いで陳情を出しました。以上です。 

 

○内藤光雄委員 ちょっと戻るところもありますけれども、お願いします。 

  今回、横田さんからの発言の中では、千葉さんと請願を進める中で、賛成という、ここでは甘い

うそということになっていますけれども、口を封じたとか、発言を制限したというふうに言ってお

りますけれども、当事者の千葉議員のほうは、あくまでもアドバイスだったと言っていますけれど

も、そのことについて、受け止めと見解をお聞かせください。 

●横田利和氏 あのアドバイスという言葉を聞いて、率直にいろんな言い方があるんだなという、や

っぱり議員さんは上手だなというふうに思いました。 

  ただ、付け加えますと、千葉さんが賛成してくれるということは、もうイコール文教厚生委員会

可決はもう200％、300％確定できるような、私はそういうふうに思っていまして、ですからそうい

うおいしい餌を見せつけておいて言えば、それはアドバイスというかもしれませんけれども、全部

それに従いますよ。私はもうそこで舞い上がって、全部言うとおりにしようと、こういうふうに思

いました。 

  だから、それをアドバイスと言うか、条件と言うか、それは皆さんで評価してもらいたいと思い

ます。 

●岩川則雄氏 その件に関してなんですけれども、今の話を横田さんから、いわゆる質問を制限され

たという話を聞いて、岩川さん、どうするかと聞かれて、正直、私は最初は渋りましたけれども、

横田さんがいろいろ話して、結局全部切ることにしました。 

  そのとき思ったんですけれども、正直、対等な立場じゃないんですよ。議員の先生、いわゆる先
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生方と、また一市民が、何も分かんないで、とにかくプールを残してほしいということでお願いに

来ているときに、それを審査する議員さんたちが、これはこうやったほうがいい、こうやったほう

がいいと言ってくれれば、はい、そうですか、そうせざるを得ないのかなと、そう思いますよ。そ

れは当然ですよ。どこかに疑問が残っていても、そうせざるを得ないというのが、そういう気持ち

です。非常に不本意ではありますけれども、そういう気持ちであったということだけは伝えておき

ます。 

○内藤光雄委員 それで、これまでの今の気持ちの部分もそうですし、あと今回出された４ポツのそ

の後に思ったことというところに、議会に失望したということがあるんですけれども、当事者の千

葉議員に失望したということではなくて、議会に失望したというふうに書かれていることは、やは

り今、狭山市議会22名いますけれども、やっぱり１名でもそういうことをやれば、議会全体の信頼

を失墜させることにつながるというふうに、強く重く受け止めたということなんでしょうか。その

関係することがあったらお聞かせください。 

●横田利和氏 その文章を作ったときは、もうかっかしていましたから、直後ですから、かなり乱暴

な言葉遣いになっていますが、私、その一連のやり取りの中で、誰が、これがということを一々私

は言いません。ただ、がっかりした、こんなもんなのか、こんなもんで済まされちゃうのかという、

率直に思いました。 

  テーマからはちょっとずれちゃうかもしれませんが、今、内藤委員のおっしゃった意味合いに通

じることとして、私、最後の結びに用意したつもりなんですが、配付の資料にはないんですが、議

員の方々、議会にお願いしたいことを幾つかまとめてありますので、それを後で説明させていただ

きます。 

○内藤光雄委員 ちょっと今のに関連するんですけれども、続けて、議会に失望したという前提に、

千葉さんが一議員であるとともに、先ほど出ていました、やっぱり副議長という大きな役職を持っ

ていることも、議会全体に関わる部分というふうに思ったのかどうか。要は、千葉さんが副議長だ

ったということがやっぱり議会全体になるようなことにつながるのかなという感じかどうか、お聞

かせください。 

●横田利和氏 率直に言って、副議長という肩書を振り回してどうこうしたということは受け止めて

はいませんけれども、冒頭言いましたように、この人は副議長という偉い人なんだなという思いで

接してはいました。 

○内藤光雄委員 それで、最後に、今日出していただいた資料の５ポツの終わりに、この件は千葉議

員が忖度したかというふうに書かれていて、その後、詳細は分からないがということで結んでいる

んですけれども、ここでいう千葉議員が忖度したというのは、市長に忖度したというふうに受け止

めることも可能なんですけれども、差し支えなければ、誰に忖度したのかということをお話いただ

けませんか。 
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●横田利和氏 市長だと思っています。 

○内藤光雄委員 分かりました。 

  １個戻って４ポツのその後に思ったことということで、例えにサッカーを挙げておりますけれど

も、ここでいう重大な反則プレーというのは、甘いうそであったり、横田さんなり請願者を裏切っ

た行為というふうなところが重大な反則プレーというふうに置き換えらえると思うんですけれども、

ここでいう即レッドカード、一発退場という言葉を現実的に置き換えるとすると、どのような気持

ちでいらっしゃいますか。 

●横田利和氏 先ほども言いましたけれども、議員さんが賛成、反対を表明するのは、直前であって

も別にそれは問題じゃないと思っています。ただ、いろんな誘導をして、請願者の発言、主張を制

限したというのは大きな問題だろうというふうに考えています。そういうことを一々水面下でやっ

ているのかなと、非常に残念な思いをしております。 

○内藤光雄委員 即レッドカードと一発退場を、何か具体的に別の言葉に置き換えることはできます

か。 

●横田利和氏 これは、とにかくおいしい餌を目の前にちらつかせて、請願者の主張を偏った方向に

誘導したということを問題だと思っています。なので、そういうことが片方で行われていたんです

が、議会では普通に議事が進行して、そんなことを、レッドカードを上げる権利もないし、チャン

スもないし、ですから議会そのものが粛々といっちゃうわけですよね。終わってみれば、議会通過

ということで、それが既成事実化されてしまうと。スポーツだったらすぐレッドカードで退場です

が、議会にはそういう機能はないですね。分かるはずもないしね。そう思います。 

 

○田中寿夫委員 ほとんど準備してきた資料は、ほかの委員さんから質問ありましたけれども、重複

するかもしれません、確認の意味でちょっと質問させていただきます。 

  千葉議員から電話があって、どのような理由で喫茶店で面談することになったか、もう一度教え

てください。そのときに、請願に賛成するという言葉を聞いているかどうか、お願いします。 

●横田利和氏 それは８月29日のことですね。 

○田中寿夫委員 はい。 

●横田利和氏 ８月29日は、上島珈琲で２人で会ったんですが、午後５時から６時ちょっと過ぎまで

おりました。そこで、請願に賛成するということをはっきり聞いております。 

○田中寿夫委員 趣旨採択の動議を出すという話を聞いたのはいつでしょうか。 

●横田利和氏 ９月10日です。 

○田中寿夫委員 千葉議員から連絡があったときに、副議長の立場で面談要請があったと思ったかど

うか、それを確認したいんですが、いかがでしょうか。 

●横田利和氏 それはありません。 
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○田中寿夫委員 これはもう同じ、今まで聞いた内容なんですが、重複しますが、千葉議員から請願

の内容をどのように変更したらいいか、具体的に指摘を受けましたか。その内容はどのようなこと

でしょうか。 

●横田利和氏 ８月20日に、議会というか、千葉さんのほうにお目にかかって、請願書の素案のプリ

ントをお渡しして、ざっくばらんに話をさせてもらいました。特に千葉議員からは、ここをこうだ

ああだという指摘は受けておりません。その際、ちょっと追加しますと、笹本議員にご指導いただ

きまして、請願というのはもっとちゃんと準備をして、いろいろ整えて出すもんだよ、こんな急い

でばたばたと出す、駆け込みで出すようなものではないというご指導をいただいて、私も全くその

とおりだとは思っております。 

  ただ、冒頭申し上げたように、それまでの議会の流れとか、上諏訪の説明会、鵜ノ木の説明会、

その他を通ってきて、全く利用者に対する説明会も開かれないし、上諏訪その他の説明会でも、執

行部の説明と参加者の説明は平行線のままで、全く進展もない。そういう中で焦りを覚えまして、

大変、こんなのを１週間か10日でひょいと思いついて、ぱっと出すなんて、生徒会のあれとは違う

んだよと、言われてしまえばそのとおりだと思うんで、笹本議員の指摘はそういう指導だったと受

け止めています。 

○田中寿夫委員 最後にお聞きしますが、千葉議員の説明から、請願採決は委員会で可決されると期

待しましたか。 

●横田利和氏 それは期待しました。もう、みんなもう舞い上がっていました。 

 

○内藤光雄委員 私からは最後にしますけれども、これまで横田さんの思いは、経過も含めていろい

ろ聞かせていただきまして、不本意であったり、怒り心頭というところも分かってまいりましたけ

れども、今時点、今後のところなんですけれども、これ以降、当事者である千葉議員がこのまま議

員を継続していくことについて、何か思いとか、言いたいことはありますか。 

●横田利和氏 私は、私として千葉さんをどうしろこうしろということは、私からは申し上げません。

それは、こちらのほうで決められたらいいかと思います。 

○内藤光雄委員 そうしますと、いまだに千葉議員からは謝罪も説明も言い訳もないということでし

たけれども、何か千葉議員に行動として求めることはありますか。 

●横田利和氏 もう今さら、千葉議員から何を聞いても意味がないと思っています。 

（休憩） 

○笹本英輔委員 先ほど来から私とのお話の内容も丁寧にご紹介いただいているところでありますけ

れども、ちょっとその部分に関しましても少し確認をさせていただきたいと思ってございます。 

  まず、この８月20日にお出かけをいただいたときは、千葉議員からは、かなりこの趣旨に賛同し

ていただけるように私どもの会派に話をしようというふうに言われて連れられてきたのか、それと
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も何か説得しに行こうという形で連れていかれたのか、どういった形で私どもの会派との会談とい

うかこの場に臨まれたのかということをちょっと確認させていただきたいんですが。 

●横田利和氏 20日は、まず請願を出すに当たって、健政会のみならず全会派に回ってごあいさつし

ようと、そういう意味合いでお邪魔したんです。ですから、余り各論に触れるかなという思いはな

かったんですけれども、そういうことでごあいさつみたいな感じでおりました。 

○笹本英輔委員 そうしたところよく分かりました。そうしたところ、私からちょっと強めのアドバ

イスが入ってということだったのかなと思いますけれども、私も当時そちらのドラフトを読ませて

いただいて、本当に熱い思いがあったなというところは記憶しているところでございまして、他方

で、これから請願審査ということにあっては、もう少し文章として整えるべき部分があるなという

意味合いで、私も先ほど来からご紹介いただいているとおり申し上げたと記憶してございます。 

  その中で、千葉議員はこの時点で、いわゆる請求者たる議員さんからもご指摘のあるとおり、こ

の時点で横田さんをだますつもりがあったのかどうかということについてはどのように受け止めて

いらっしゃいますでしょうか。 

●横田利和氏 その時点では私、賛成するとか反対するとかということは千葉議員から聞いておりま

せんし、だます、だまさないなんていうことも全く思っておりませんでした。 

○笹本英輔委員 こちらの説明資料にお示しいただいていますとおり、この８月29日後半に、下旬、

月末に会って、そのあたりでいよいよこの請願に賛成するというようなところだったということな

んですけれども、それまで千葉議員は６月の選定委員会条例に関しましても賛成の立場で採決に臨

まれておりまして、これが請願審査にあっては突然請願に賛成するというふうに、いわゆる全く立

場が逆転するような位置づけで横田さんとの面談に臨まれているわけですけれども、この心境の変

化というのはどのあたりから生まれてきたというふうに捉えていらっしゃいますか。千葉議員の心

変わりということです。 

●横田利和氏 29日に賛成すると突然言われましたが、私にとって全くサプライズで、笹本委員が言

われるように、その前の選定委員会条例の千葉議員の立ち位置とか結果とかを見てきていますから、

あり得ないと思いました。 

  反省しているのは、そこでどうしてそうなったんですかと聞いておけばよかったなと思うんです

けれども、もう聞いた瞬間に、ああ、千葉議員がオーケーしてくれるんだったらもう何でもやって

しまいますというふうな気分になってしまったものですから、どうしてそうなったかというのは聞

いていないです。 

  延長でちょっと言ってしまっていいですか。この間の会議のときに笹本委員から、選定委員会条

例から賛成までに何か千葉議員のスタンスとして整合性がないんじゃないかというふうなお言葉が

ありましたね。私も同感なんです。 

  さっきも言いましたが、29日に賛成するよと言ったのもサプライズでしたけれども、それから10
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日か11日かしかたたない９月10日にはもうひっくり返って、じゃ、反対だというか、要するに趣旨

採択だと。簡単に言えば手のひら返しですよね。この10日間に何の意味がある、何がどうしてと、

千葉議員は調査がどうとか言っていましたけれども、そんなこと物理的にはあり得ないと思うんで

す。だから、おっしゃるように整合性がないと思うんです。だから、その背景に何があったのか私

には分かりません。以上です。 

○笹本英輔委員 最後になりますが、そうしたところでは、千葉議員の行動ですとか発言というのは、

横田さんご指摘のとおり一貫性が余りないように私も見受けられていまして、それが賛成したとこ

ろが急に、選定委員会条例に賛成してこの請願に賛成するとなって、また今度趣旨採択になって、

賛成できない、反対となって、僅かな期間にかなりの波が見られるというようなところがありまし

て、それにはいわゆる横田さんですとか、そのプライベートなご関係もさほど見られないというよ

うな状況もあって、全くこの短期間に心ですとかお考えの揺れというのが極めて私にはちょっと理

解できない部分があるんですが、横田さんのこうした、いわば振り回されたというべき部分はある

と思うんですけれども、これに関して請求者の議員さんは、これがやはり政治的な信頼を失墜させ

ているというような向きのご請求があると思うんですけれども、市民及び市議会に対し議員として

の品位及び名誉を損なう行為を行ったと言えるとありますけれども、これまさしく横田さんも、も

しくは今皆さんここまで一緒に活動されてきた皆様も、市議会全体のやはり品位や名誉を損なう行

為であったかどうかということをちょっと最後に確認させていただきたいと思います。そうお考え

かどうかということです。 

●横田利和氏 大いに品位や名誉を傷つけることだと思っております。 

 

○金子広和委員 最後にちょっと確認します。 

  先ほど来、内藤委員からも何点か確認はしていたんですが、その後の思ったことの中で、サッカ

ーに例えて即レッドカード、一発退場という言葉で大変厳しい言葉があります。これを私なりに解

釈をすると、議会でいえば一発退場といえば議員辞職と。はっきり言って議会からいなくなるとい

うような意味かなというふうに私は捉えているんです。 

  先ほど来、横田さんのほうではそこまでの話の中では厳しい発言はなかったですけれども、この

請願を出していただいている方たちは、横田さんを代表に180名以上の方の署名をもって請願が出

ているわけです。私のところにもこの請願の後にいろいろな意見や話は届いていますが、横田さん

のところにもそういった方たちの、横田さんの気持ちと周りの請願者、またはこのプールに関わる

方たちの気持ちとして何かそういったものが届いていることがあれば、ここで少し教えてもらいた

いと思います。 

●横田利和氏 先ほど内藤委員からも一発退場なんていう話が出ましたけれども、私は千葉議員にど

うしてほしい、こうしてほしいというのは、議会のほうで決めていただくことで、私からは態度は
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申しませんが、今金子委員から話がありましたように、私の署名の賛同者は180人余り、もっと言

えば、数年前の田中さんが署名運動をやったときの署名の人数は１万2,000人を超えています。そ

ういう人たちが私の請願に期待をかけていただいたんですが、残念な結果で、そういう大勢の人の

言葉としては、これは議員辞職だね、議員辞職ものだねという声は上がっております。ただ、私は

あえてそこまでは言いません。以上です。 

○金子広和委員 大変言いにくいことを聞いてしまって申し訳なかったと思いますが、周りの方の気

持ちとか意見もやはり、ここには横田さんと岩川さんしかいないので、そういう気持ちをちょっと

聞きたかったかなということで、厳しい質問をちょっとさせていただきまして申し訳ないです。 

  その結果として、横田さんが言われるように、この後にどうするのかということを決めるのはこ

の審査会の場ですので、それはもうこちらに任せていただきたいというふうに思いますが、今まで

聞いている中では、なかなか千葉議員の先週の答弁と今回横田さんの答弁なども食い違いなどもか

なり多くありますし、その辺を踏まえて、私なんかの現状の考えですと、大変厳しい措置には、そ

れに向かうのかなというイメージは湧くんですけれども、今横田さんの場合、こちらで決めてもら

いたいというような話がありますけれども、この審査会の中でそういったものの措置を決めたもの

に関しては、それに従ってもらうというか、ある程度了承してもらうという解釈でよろしいですか。 

●横田利和氏 それで結構です。 

 

○笹本英輔委員 今、金子委員から、政治倫理審査会がこれから決めていくという旨のご発言があっ

たんですが、あくまでこの審査会は、今請求されている政治倫理に関する、いわゆる何か存否があ

ったかどうかということをたしか請求されているものであって、この委員会自体で処罰の内容を決

めるものではないので、それはちょっと違うのではないかということなんですけれども、委員長、

どうですか。 

○広山清志委員長 では、私のほうから。 

  今あったとおりで、あくまでもそういう行動があったかどうかということの審査です。 

（休憩） 

○金子広和委員 一部発言の訂正でお願いします。 

  先ほど言った必要な措置を講ずるような形で、請願者のほうに確認を取りましたが、この審査会

で決定したものを書面で議長に報告するということで、その決めることに関して承諾をしてもらえ

るということでよろしいですか。もう一度お願いします。 

●横田利和氏 承諾します。 

（休憩） 

○大沢えみ子委員 １点確認をさせてください。 

  賛成すると言っておきながら最終的には反対をされているわけなんですけれども、千葉議員のほ
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うは。先日の会議の中で、千葉議員は９日の審議の時点のところまでは賛成をするつもりであった

と。ただ、その時点で審議の結果、これは採択できないというふうに判断をして、その場では明言

はしなかったけれども、９日にはもう決めていたと。そして10日に請願者の方にはご連絡をしたと

いうことで、ただ、心情は分かるので趣旨採択という説明はしたという話だったんですけれども、

その際に千葉議員は、趣旨採択の意味はなかなかちょっと難しくて分からないというお話も先ほど

ありましたけれども、千葉議員は反対をするんだというふうに認識をされていたでしょうか。賛成

してくれないということはある程度伝わっていると思うんですが、明確に反対だというふうな理解

をされたでしょうか。それとも、趣旨採択なので一定の望みはあるというふうに受け止められたの

か、そのあたりについて確認させてください。 

●横田利和氏 今言われた反対をするということは一切聞いておりません。趣旨採択というのはイコ

ール賛成ではないよという意味合いで捉えております。そうですよね。賛成ではない、何か変なお

茶を濁したような話だなと聞きましたけれども、その日は、ですから、私たちの受け止めとしては、

当然次の委員会では趣旨採択の動議を千葉議員がするんだろうなと思っておりました。以上です。 

○大沢えみ子委員 ということは、反対というふうに明確にお伝えになったことは一度もないという

認識でよろしいでしょうか。 

●横田利和氏 ありません。 

 

○内藤光雄委員 さっき最後と言ったんですけれども、５ポツの最後、今日出していただいた資料の

中に、今後について、先ほど来いろいろ聞きましたけれども、この書面の中では、より深い調査と

いうふうに書かれておりますけれども、この政治倫理審査会ではいろいろ存否の確認をして、かな

り深く調査をしているんですけれども、前回の傍聴も来ていただいていましたし、今日は関係者と

して出席しておりますけれども、今後のより深い調査というところについては、具体的にどのよう

なことを求めていらっしゃるかお聞かせください。 

●横田利和氏 私、内藤委員からも言われたように、議会に対してうんざりしたとか失望したとか、

それはどういうことなんだ、さっきありましたけれども、その辺の裏返しといいますか、一応その

辺の準備として三つほどまとめてあるので、それを申し上げて答えにさせてもらいたいと思います。 

  議員さんを前にして非常に失礼なんですけれども、私が議会に期待したり求めたりすることを三

つ言いたいと思うんですけれども、まず一つは、もう百もご承知のことで、今さら議員さんを相手

に言うのも失礼ですけれども、行政のチェック機能、これが市民の代表として議員さんの大きな役

割の一つだと思うんです。 

  それが一つと、二つ目は行政への提案機能、これが私の言いたい二つのことです。 

  ３番目としては、議員各位のスタンスについてちょっと申し上げたいと、こんなふうに考えてい

るんですが、まず、チェック機能について、さきのサピオ稲荷山の基本構想案、あれを見ていただ
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いて、私の受け止め方ですけれども、全くお粗末な構想案だと私は見ています。最初から閉鎖あり

きというものが前提に出ていて、それに都合のいい材料ばかりそろえて、全くひどいものです。あ

れは基本構想として点数をつけたら何点なんですか、分かりませんが、私はそう捉えています。 

  もう一つは、行政は自分たちが主体的に何か取り組もうというスタンスがなくて、ＰＦＩだから

そうなのかどうか分かりませんけれども、役所のほうでこれをどうしたいんだと、そういう意思を

感じないんです。業者に丸投げしていると。こんなのでいいのか。 

  採算のことを、よくそろばんのことを言いますけれども、普通民間なんかは３か月に１回決算し

ているんです。さらに半年でも１年でもどんどん決算をして、それで、その中で何が課題なのか、

何が問題なのかというのをピックアップして、それでそのＰＤＣＡを回すと、そうすれば必ずいい

運営、経営ができるんです。そういうことをやっている様子が全くない。こういうことを議員さん

のほうから指摘してもらいたいんです。チェックを入れてもらいたい、それは私の希望です。 

  ２番目に、行政の提案機能なんですけれども、私がこの半年間強く感じたのは、役所の縦割り組

織がすごい問題だと思うんです。サピオのようなこういう重いテーマは、縦割りで、しかも担当者

が３年かそこらで異動になっていなくなってしまうと、そんな中で、このサピオの健全な運営なん

てできっこないです。だから、これは平たく言えば横断的なプロジェクトか何かをつくって、それ

でそのリーダーに責任と権限を与えて、さっき言ったＰＤＣＡを回していけば絶対答えはあるんで

す。やり方はＰＦＩであろうが市の直営であろうがそれは関係ない次元で、必要なことだと思うん

です。 

  だから、議員さんのほうからも、ああいう重いテーマに対しては、ぜひ縦割り組織とか縦割り人

事というのは見直すように提案してほしいな、今では提案してほしかったなということになるかも

しれません。 

  もう一つあえて言いますが、利用者との意見交換会をしてくださいということは再三いろいろな

ところで出されています。議員さんの中でも質問の中で、それをぜひやってくださいねという発言

はありましたが、一遍もないというか、笑ってしまうんですけれども、この間初回を開かれました。

それが何と３月９日です。プールが３月末に閉まるというのに、３月、そこで利用者説明会を開い

て何になるんですか。意見交換会になるはずないじゃないですか。１か月もないんですよ。我々は

１年も前に言っている。一向に開かなかった。 

  この辺も私議員さんにもっと動いてほしかったな。質問の中ではありましたけれども、結局はや

らずじまいだった。それが議員さんのほうには議会のほうから市に対してもっとチェックを入れて

ほしいな、提案してほしいなというのが私の思いです。 

  それから、最後になりますけれども、これはちょっと皆さんに耳ざわりが悪いと思うんですけれ

ども、議員さんは市民の代表として選挙で選ばれた方々なので、今回千葉議員がやったような忖度

だとか、ああいう、どういう力関係でそうなっているのか分かりませんけれども、ぜひいろいろな
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採決に当たっては、会派とか忖度とか取引だとか、いろいろな事情があるかと思いますけれども、

一旦重いテーマについては、ぜひ各皆さんの政治信条に従って、是々非々でお願いしたいなという

希望でおります。 

  ちょっと耳ざわりの悪いことで失礼しましたけれども、以上でございます。 

○内藤光雄委員 そうしますと、より深い調査というよりは、議会として、また議員として、今おっ

しゃった３項目について真摯に受け止めてほしいという声だと受け止めてよろしいでしょうか。 

●横田利和氏 そう取っていただいて結構です。 

 

○金子広和委員 すみません、もう終わっていたんですけれども、今の内藤委員ので少し確認です。 

  同じようなことで、より深い調査ということで内藤委員に答弁いただきましたが、これまでの話

を聞いていると、千葉議員と、あとは、中では市長の関係とかも出てきていますけれども、その辺

の意味に関しても私的には深い調査というふうには受け止めたんですが、その辺の意味合いも若干

含んでいるという解釈でよろしいですか。 

●横田利和氏 それはそう取ってもらっても結構です。広い意味で言ったつもりなので。 

 

○広山清志委員長 先ほど横田さんから説明があったときに、最後の「終わりに」のところは説明が

なかったんですけれども、この資料の５番の「終わりに」というところまでは読み上げはなかった

んですけれども、そこのところを説明としてされますか。今終わったということで。ほぼお話しし

た内容ということで、ここはあえて、ここでは、よろしいですか。 

●横田利和氏 はい。 

○広山清志委員長 分かりました。 

●横田利和氏 本題からそれるんですけれども、こういう政治倫理審査会が開かれているということ

を一般に広報なり何なりで知らせるというお考えはありますか、ないですか。 

（休憩） 

○広山清志委員長 一応ホームページのほうには、開催しますという形ではお知らせはしております。 

（休憩） 

●横田利和氏 こういうことが行われているということがほとんど限られた人しか知らないので、広

く情報を発表するというか、通知するというか、そういうことはできますかということなんです。 

○広山清志委員長 審査会という形を取っていますので、議事録を含めてホームページのほうでこの

内容は公開されることになります。 

  あと、よく皆さん手元に議会だよりという形で出ると思うんですが、そこは広報との打合せで、

どういう形で載せるかということについても議論させていただきたいと思います。以上が答弁とな

ります。 
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●横田利和氏 そういう今おっしゃったような資料ですと、かなり時間のずれというかありますよね。

私が申し上げるのは、もっとリアルタイムで市民に伝わる方法というのは取れないんでしょうか。 

○広山清志委員長 具体的にリアルタイムでということは、どんなイメージでしょうか。 

●横田利和氏 ですから、今日で全部で何回予定されていて、いつといつといつで、今日は何回目だ

とか、そういうものがもっと、議会だよりなんていったらかなり遅れてしまうじゃないですか。終

わってからの新聞、古新聞になってしまうよね。そういう意味で申し上げている。もっと、リアル

タイムというわけにはいかないでしょうけれども、もうちょっと違う形で伝えられないのかなとい

う希望です。 

○広山清志委員長 方法ではなくて早いタイミングでということでよろしいですか。 

●横田利和氏 そうですね、はい。 

○広山清志委員長 今の横田さんの意見につきましては、議会でホームページは先ほど、繰り返しに

なるかもしれませんが、審査会の内容につきましては、ホームページのほうで開催日とか、それか

ら内容につきましても、開催日のほうはリアルタイムにお知らせしております。内容につきまして

は、また中身を見てから、調査してからということになりますので、なるべく早くそのほうは載せ

ていきたいと思います。 

  議会だよりは、先ほど古くなるのでということではありましたけれども、そこは今までちゃんと

内容を調査した上で、討論した上で載せさせていただきますので、先ほどもっと早くということに

つきましては意見として受け止めさせていただければと思いますので、以上です。よろしいですか。 

●横田利和氏 分かりました。 

○広山清志委員長 それでは、先ほど「終わりに」というところは、横田さんのほうでありましたけ

れども、先ほどの意見で大丈夫ということで。 

 

その他 

○広山清志委員長 まず、日程調整の前に、次回が千葉議員からの弁明という形になりますが、その

点について、ちょっと弁明の前に準備等ちょっとしたいところがありますので、少し副委員長から。 

 

○大沢えみ子委員 今後のスケジュールなんですけれども、次回の日程が４月24日木曜日の午後１時

からということで、ここでの審査の内容としては、千葉議員からの弁明の機会ということにさせて

いただければというふうに思っております。この点は前回確認をさせていただいた点です。 

  ここでは、基本的には千葉議員の最後の弁明を聞くということになりますので、質疑応答等は予

定はされておりません。ただ、本日の時点で、前回、それから今回においてお話がされた事情聴取

の中で出てきた中で、幾つかの相違点、お二人の双方の主張が食い違っている部分というのが何点

か見受けられた、これは皆様もご承知のことかと思います。具体的には、初めて会った日時ですと
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か、名刺の保有の件ですとか、それから議長のルールの件もそうですし、先ほど金子委員のほうか

らあった執行部と会った議員がいらっしゃるというような、そこに同席していたというようなお話

も初めて出たという内容もございました。 

  本日のところについては、現在出ているところについて幾つかの相違点、双方の主張が食い違っ

ている点について、この後少しまとめまして、千葉議員に最後の弁明の機会の際に、この点の相違

点についてご説明をいただけるようにということで依頼を正副からは出したいというふうに思って

おります。 

  また、それ以外のこと、こちらのほうでこういうことを聞きますよというのはこれからまとめま

すけれども、それ以外でも、最後の弁明の機会に千葉議員のほうからこの点についてはご発言をい

ただきたいというような旨がございましたら、委員の皆様からまた出していただけたらというふう

に思っております。 

  次が木曜日の午後になりますので、恐れ入りますが、４月22日火曜日までに一応お出しいただけ

ればというふうに思っております。先ほど申し上げたように、24日の政治倫理審査会では質疑応答

はございませんので、原則、明らかに違うことはご指摘をいただいてもいいかもしれませんが、基

本的にないですので、ここの時点で、22日までに来たものについて千葉議員のほうにはお伝えをす

るというふうにさせていただきたい。そして、その内容について千葉議員がお答えいただくかどう

かはちょっと分かりません。弁明の機会ですので、こういう形を聞きたいと委員は言っているよと

いうことは伝えますが、何をおっしゃるかは千葉議員に任されておりますので、あわせまして、本

日までの議事録に関しましても、千葉議員のほうには全て、議事録というか内々のテープ起こしの

段階です、正式の議事録ではございませんが、そうした要点につきましては千葉議員のほうにお渡

しする予定になっております。 

  現時点で22日までにお聞きしたいことがありましたらサイボウズのほうにいただくということで

ご了解いただいてよろしいでしょうか。 

 

○内藤光雄委員 その弁明の位置づけが分からないんですけれども、それは今副委員長がおっしゃっ

たように、こちらから求める弁明に対して当事者の千葉議員が答えるだけであって、それに対する

確認とか何かもうできないということなんですか。 

 

○大沢えみ子委員 基本的には。 

 

○内藤光雄委員 やり取りできないんですね。なるほど。 

  そうしますと、そこで弁明してほしいことと言われてしまうと難しいんだけれども、疑義がある

ことは最初に確認しますけれども、それはちょっと何か今、理解が高まらないですみません。 
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○大沢えみ子委員 これまでも狭山市議会の中で、例えば問責決議ですとか反省を求める決議みたい

なのをやられたときの弁明の機会ということを考えると、本会議場で弁明の機会が与えられて、お

読みになる方がいらっしゃるんですけれども、それに対しての質疑はやられていないというような

経緯がございまして、それから考えると、弁明の機会というのは最終的な、いわゆる疑義をかけら

れた議員さん、ご本人からの反論の機会というふうに捉えているので、原則としてないということ

です。 

  ただ、先ほど言ったように、今までの予定でいうと、24日の時点は弁明の機会というふうに捉え

ているんですが、この時点で、皆様から明らかに疑義があるのでもう一回調査をしろみたいな話に

なるなら、それはまたあれなんですが、基本的にはここは存否の確認をする機会だと思っています

ので、こちらのほうとしては前回、今回というところで疑義が出ているということについて一旦伝

えさせていただき、最後何かありますかというところで、お答えいただけるならいただく、いただ

かないならいただかない、その上で、５月にもう一度委員の皆様から意見を聞く機会は５月９日に

開かれるというふうに思いますので、その時点で千葉議員の最後の弁明を聞いた上で、疑義がある、

解明がされていない、そういったことがあるのであれば、そこでご意見をいただいた上で、改めて

違う場にするのか、そういったところの議論もさせていただければというふうに考えています。 

 

○内藤光雄委員 そうしますと、この中で話がまとまれば、24日については、弁明ではなくてこれま

での調査の相違点であったり疑義を解明する場にすることも可能ですよと。また、24日に弁明を行

ったとして、その後に、弁明に対する質疑はできないんだけれども、弁明を受けた後で、もう一度

やはり調査の必要があるということになれば、９日に千葉議員をもう一度呼んで事情聴取すること

も可能でしょうか。 

 

○大沢えみ子委員 弁明の機会は最終だというふうに思っておりますので、そこについてはそれ以降

ということは考えておりません。ですので、やるのであればその前というふうに考えます。 

  また、ここの場がいいのか、ある程度出た段階で、いわゆる９日の時点につきましては、そうい

う違反行為があったのか、あったとすればどんなことなのか、なかったとすればその理由、そして

不明であると、まだ疑義が解明されていないということであれば、そういった形でのものを一旦出

した上で、議長にお出しになり、これ以上の議論に関しては、いわゆる別な場所でというふうに正

副のほうでは考えているということであります。 

 

○内藤光雄委員 それではもう一回確認ですけれども、24日に弁明を行うということでいいと思って

いるんですけれども、その弁明の機会を与える場面の前に、24日の政治倫理審議会開会直後は、今
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言った幾つかの相違点が出ているじゃないですか、そこについて事実を解明すると。そこについて

の関連する質疑のやり取りは可能ですか。 

 

○大沢えみ子委員 そこは皆様との合意だというふうに思っているんですけれども…… 

 

○内藤光雄委員 そこで出てきたものに対して、やはり何らかの確認が必要になってくることは大い

に想定されるので、それを認めていただけるのであれば、それをやってから、じゃ、弁明ねという

ことでいいかと思うんですけれども。 

 

○大沢えみ子委員 ほかの委員の皆様のご意見を。 

 

○金子広和委員 今内藤委員が言うことも分かるんですけれども、例えばそこで千葉議員が同じく、

だから今の請願者の横田さんと違う話をずっとそうですと言った場合には、またここで相違が出て

しまうわけじゃないですか。どこまでいっても、分からないですけれども。ただ、結論的にそうな

ったときに、また、じゃ、再度横田さんにそこは聞かないとという話にも、意見がもしかしたら

堂々巡りで出てしまうかもしれないというのがちょっと私も思っているんです。 

  であれば、今副委員長が言ったように、今回は弁明と、あとはこちらからそういう質疑を出した

としても、それを千葉議員が答えなければいけないという多分義務はないんですよね。あくまでも

今回こういう相違があったけれどもどうなんだと聞くだけの場だと思うので、それに対して答えな

いケースもあると思うので、そうであれば、この政治倫理審査会に関してはある程度のところまで

やりながら、それでも決着がつかないのであれば、また別の場を考えなければいけないのかなとい

うふうには思いますけれども、恐らく、内藤委員が言いたいのは分かるんだけれども、堂々巡りが

もしかしたらまたあるかもしれないので、ちょっとそれは危惧するんじゃないかなと、一応そうい

う意見です。 

 

○内藤光雄委員 それに通じるんだけれども、その後に、当事者が弁明をするんだけれども、そうす

ると存否の確認でいくと、何に対して弁明するのということになるんだけれども、それは我々から

それはどういうことに対して説明しろということを、多分副委員長おっしゃったように22日までに

出せということなんだと思うんですけれども、そこの、どのように弁明しろという、何をというの

がちょっとよく理解できない。22日までに我々は何を千葉議員に申しつけたらいいのか。 

 

○大沢えみ子委員 本来弁明の機会というのは、疑義をかけられた方等が最後に言う自分の、いわゆ

るそれこそ弁明ですよね、最後の機会だというふうに思っています。なので、そこで何を言うか、
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言わないかはご本人に任されているんだと思います。なので、本来は何か質問を出すとかしゃべっ

てねということはあり得ないと思っているんです。 

  ただ、なので、本来はここで何もなく最後弁明の機会のはずだったんですが、明らかに主張が違

っている、食い違っているというのが出てきているので、それはこういう結果でしたよと。当初、

一番初めに疑義がかけられているのは千葉議員です。そこのご説明と、いわゆる当事者、訴えられ

た側、訴えた側のほうの説明が食い違っていますよということを最後、千葉議員にお話をした上で、

何を言いますかということだと思うので、そこでの質疑応答は余り考えていないんです。 

  今金子委員がおっしゃったように、そこでの質疑応答が始まってしまうと、また横田さんも呼ば

なくてはみたいな話になってしまうので。 

 

○内藤光雄委員 そこは、24日の会議のイメージとしては、まず、今まで出た相違点を明確にします

よと。明確にするというか、相違点について千葉議員の発言を、それは求めるんですよね。 

 

○大沢えみ子委員 それは事前に求めます。いわゆる22日までも含めて、今日の時点で既におかしい

よねというところが幾つか出ているじゃないですか。それは正副でまとめた上で、それが出ました

というのは23日までに伝えます。それも踏まえた上で千葉議員が何を言うかは千葉議員の自由です

ので、それについての相違点についてどうでしたかという質疑はやらない。 

 

○内藤光雄委員 その、事実の確認も含めて、千葉議員が何を言うかはもう弁明の中だということで

すね。 

 

○大沢えみ子委員 そうです。そういうイメージです。 

 

○内藤光雄委員 それと、もう一点確認させてください。 

  その弁明については当事者の自由発言ということになると思いますけれども、基本的に３名の議

員から出された審査の請求のことについての弁明になるんだろうなというふうに私は思っているん

ですけれども、逆に、そういうことで皆さんいいのかなという、ちょっと委員長、副委員長に対す

る質問じゃないですけれども、そういうイメージですよね。 

 

○大沢えみ子委員 そのとおりです。 

 

○金子広和委員 内藤委員の言うとおりだと思うんだけれども、あくまでも弁明ですから、もしかし

たらちょっと枠が外れたことも、本人が言いたいことは言ってしまうのかなという、そこはしょう



－128－ 

がないかなという。 

 

○大沢えみ子委員 おっしゃるとおりだと思います。 

 

○内藤光雄委員 基本的に弁明という名目の中の自由発言になって、それに対して質疑とかはできな

いと、言って終わりということなんですね。その後、審査会でまとめると。 

  分かりました。 

 

○広山清志委員長 日程確認だけさせていただければと思います。 

  まず、第５回審査会については４月24日、こちらは木曜日になります。午後１時から開催すると

いうことで、先ほどありました千葉議員の弁明の機会としたいと思います。 

  次に、第６回審査会については５月９日午前９時から開催し、こちらは審査結果内容を確認し、

倫理規範に反する行為の存否について皆様からご意見を伺い、結論をまとめたいと思います。 

  そして、第６回の後の第７回におきましては、議長への報告内容である審査結果のまとめを正副

委員長で行いまして、その第７回に提示し、了承をいただき、それをもって狭山市議会議員政治倫

理審査会終了と考えております。その第７回というのは５月23日金曜日午前９時から開催する予定

とさせていただいております。 

  以上の日程でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

○広山清志委員長 それでは、そのようによろしくお願いいたします。 

  スケジュールについては以上となります。 

 

 以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 ２時５８分 

 


